
 令和３年度静岡県多文化共生推進本部プロジェクトチームの取組
 区
 分
 令和２年度テーマ
 令和３年度の取組
 （テーマ）
 取組の目的・課題等
 新
 型
 コ
 ロ
 ナ
 新型コロナウイルスに関
 する外国人県民への対応
 ・新型コロナウイルスに
 関する外国人県民への対応
 【継続】
 ・新型コロナウイルス多言語相談
 ホットラインの運営【継続】
 ・外国人生徒への就業支援を進め、
 特に学校卒業後の正社員として
 の就業を促進【継続】
 ・感染予防策などの情報提供を適
 宜行い、外国人県民による防疫
 対策の徹底を図る。
 ・外国人県民の感染の心配に寄り
 添うとともに、保健所等との円
 滑なコミュニケーションを確保
 する。
 ・インターンシップ先の開拓及び
 業界団体との関係構築【課題】
 ・保護者及び生徒のキャリア意識
 の醸成【課題】
 生
 活
 外国人が安心して
 受診できる体制整備
 ・県が設置している相談機関
 との連携の強化【新規】
 ・電話医療通訳の普及【継続】
 ・外国人県民が身近な診療所で言
 語の心配をすることなく受診で
 きる体制を整備する。
 ・電話医療通訳の導入に対する診
 療所等の理解促進【課題】
 教
 育
 不就学児童生徒の解消
 ・外国人児童生徒に対する
 就学支援の充実【継続】
 ・県立夜間中学（ナイト・
 スクール・プログラム）の
 設置【新規】
 ・各市町の取組を支援し、不就学
 児童生徒ゼロを目指す。
 ・2025年の夜間中学の開校に向け
 て所要の検討・調整を行う。
 活
 躍
 外国人児童生徒への
 キャリア支援
 外国人生徒への就業支援を進め、特
 に学校卒業後の正社員としての就
 業を促進【継続】※【再掲】
 ・インターンシップ先の開拓及び
 業界団体との関係構築【課題】
 ・保護者及び生徒のキャリア意
 識の醸成【課題】※【再掲】
 危
 機
 管
 理
 外国人県民への
 防災啓発の推進
 外国人県民への防災啓発の推進
 【継続】
 ・防災アプリの防災学習コンテン
 ツを多言語化する。
 ・企業との連携による防災研修
 の開催【課題】
 災害情報等の多言語化災害情報等の多言語化【継続】
 ・危険箇所の周知看板及びサイポ
 スレーダーの多言語化に着手
 する。
 －
 災害時要配慮者としての
 外国人県民への対応
 （避難所運営、安否確認等）【新規】
 ・外国人とのコミュニケーション支
 援など、避難所の運営のあり方を
 市町と検討する。
 情
 報
 提
 供
 情報提供基準の作成
 ・「外国人県民への情報提供に関す
 るガイドライン」の運用【新規】
 ・多言語情報ポータルサイト」の新
 設【新規】
 ・同ガイドラインに沿って、「多
 言語情報ポータルサイト」を
 運営し、わかりやすい情報提供
 に努める。
 共
 通
 「言葉の壁のない
 静岡県」の実現
 「言葉の壁のない静岡県」
 の実現【継続】
 ・地域日本語教育の推進及び行政
 や企業等への「やさしい日本
 語」の利活用促進を車の両輪と
 して更に取組を強化する。
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 外国人県民への情報提供に関するガイドラインの策定
 １概要
 日本語に不慣れな外国人県民が、本県で安心して快適に暮らすことができるよう、
 外国人県民に対して情報提供する際の基準を定め、運用を開始した。
 ２ガイドライン策定の考え方
 （１）対象者
 外国人県民
 ※訪日外国人（観光等）は、地域・施設や時期等により、情報提供の対象が
 異なるため、本指針では対象としない。
 （２）提供する情報
 以下の情報について、提供するよう努める。
 （３）使用する言語
 ・「やさしい日本語」、ポルトガル語、フィリピノ語、中国語、ベトナム語及び
 英語により対応することを標準とする。
 ・提供する情報の内容や対象者に応じて、多言語化する言語の種類は各所属が判断
 する。
 （４）ガイドラインの運用
 ・令和３年２月10日にガイドラインを策定、運用を開始。
 ・緊急情報のうち各所属で対応できないものは、多文化共生課で対応する。
 ・県のホームページに多言語情報を集約したポータルサイトを作成し、各所属が
 作成した多言語情報を掲載する。
 ３国の動き
 ・「外国人材の受入れ、共生のための総合的対応策」の中で、全ての省庁で「外国
 人向けの行政情報・生活情報の更なる内容の充実と多言語・やさしい日本語化に
 よる情報提供発信を進める」ことと記載。
 ・令和２年８月に在留支援のためのやさしい日本語ガイドラインを作成。
 分野内容
 緊急事態の対応に係る情報地震・津波、台風、豪雨、感染症、テロ等
 生活情報保健・医療、福祉、労働、住宅、税金、防犯、教育等
 相談に係る情報多言語相談の日程や場所、よくある質問・相談等
 施設情報・イベント情報外国人県民の利用が多い施設やイベントの情報
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 県庁発、外国人県民への情報提供の取組
 １要旨
 「外国人県民への情報提供に関するガイドライン」に基づき作成した外国人県民の生活
 に関わる情報を、令和３年度に新設するポータルサイトで集約して発信することにより、
 外国人県民も日本人と等しく必要な情報が得られる環境を整備する。
 ２「静岡県多言語情報ポータルサイト（仮称）」の構築（Ｒ３当初※新規）
 （１）概要
 ガイドラインに基づき各所属が作成する多言語情報を、新設するポータルサイトに言
 語ごとに集約し、外国人県民が必要とする情報を容易に得られるようにする。
 （２）ポータルサイトのイメージ
 ３「静岡県多言語情報ポータルサイト（仮称）」構築のスケジュール
 ※静岡県HPと同じ委託業者が構築するため、２月末に事業は完了するが、以降も県HPと
 同じ内容の保守管理を受けることが可能
 時期内容
 ７月上旬各課で管理している多言語情報について照会
 ９月中旬「静岡県多言語情報ポータルサイト（仮称）」オープン
 オープン後～２月末カテゴリの追加／修正／削除等の調整
 ２月末事業完了
 語のページA語生活情報のページA
 語の新着情報A
 ･･･
 緊急事態生活情報
 相談情報施設情報
 トピック１
 トピック２
 静岡県多言語情報
 ポータルサイトページTOP
 語A語B語C
 語D語E語F
 …
 県トップページHP
 ポータルサイト
 バナー
 各課ページ
 多言語情報
 多言語情報
 各課ページ
 多言語情報
 多言語情報
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 「ふじのくに多文化共生推進基本計画」の概要
 計画期間：2018（平成30）年度～2021（令和３）年度
 ＜主な施策の展開＞
 静
 岡
 県
 内
 に
 居
 住
 す
 る
 外
 国
 人
 及
 び
 日
 本
 人
 が
 、
 安
 心
 し
 て
 快
 適
 に
 暮
 ら
 し
 、
 能
 力
 を
 発
 揮
 す
 る
 こ
 と
 が
 で
 き
 る
 多
 文
 化
 共
 生
 社
 会
 の
 実
 現
 を
 目
 指
 す
 。
 １意識啓発活動の推進２国際理解教育の推進
 ３人権教育の推進
 【再掲】33語学指導等を行う外国青年招致にかかる支援
 ３
 誰
 も
 が
 活
 躍
 で
 き
 る
 地
 域
 づ
 く
 り
 ８外国人県民が
 活躍できる
 場づくり
 ７雇用･就労環境
 の整備による
 雇用安定
 ６外国人の
 子どもの教育
 環境の整備
 ５居住・医療・
 保健・福祉
 など生活環境
 全般の充実
 ３防犯･交通安全
 対策の推進
 ２危機管理
 対策の推進
 １多文化共生
 意識の定着
 ６規範意識の高揚７犯罪被害者の支援
 ８交通安全教育の推進
 ９緊急通報電話等における対応
 10多言語情報提供体制等の確立
 11「やさしい日本語」の普及
 12日本語･日本文化の学習支援
 13相談体制･支援体制の充実
 14居住に関する支援15医療・保健に関する支援
 16健康保険加入促進への支援17福祉に関する支援
 【再掲】10多言語情報提供体制等の確立
 【再掲】13相談体制･支援体制の充実
 18教員・支援員の確保と資質の向上
 19就学前の取組20公立小中学校の取組
 21義務教育修了以降の取組22外国人学校における取組
 23基金事業による支援
 24安全で働きやすい職場環境の確保
 25定住外国人に対する就業・定着支援
 26職業訓練の充実
 27しずおかジョブステーションによる就職支援
 28留学生に対する就職支援
 29介護職員に対する就業・定着支援
 ４外国人県民の
 コミュニケー
 ション支援
 ＜基本目標＞＜基本方向＞
 30地域コミュニティへの参加促進
 31外国人県民の声を行政に反映させるための仕組みづくり
 32地域防災の担い手となる外国人県民の育成
 33語学指導等を行う外国青年招致にかかる支援
 34多方面の分野で活躍できる場の提供
 35支援人材としての活躍の促進
 36技能実習生に対する支援
 37留学生の受入れの促進
 １
 誰
 も
 が
 理
 解
 し
 あ
 い
 安
 心
 し
 て
 暮
 ら
 せ
 る
 地
 域
 づ
 く
 り
 ２
 誰
 も
 が
 快
 適
 に
 暮
 ら
 せ
 る
 地
 域
 づ
 く
 り
 ４防災知識の普及啓発５サポート体制の構築
 【再掲】32地域防災の担い手となる外国人県民の育成
 ◆施策の方向性・展開
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